
〇中津川市太陽光発電設備等設置費補助金に関するＱ＆Ａ 
 質問（Q） 回答（Ａ） 

１ 

 

いつ設置した（設置する）太陽

光発電設備等が補助対象となり

ますか。 

補助事業の実施期間中（令和６年５月１日から令和７年１

月 31 日）に設置する設備等を補助対象とします。 

ただし、交付決定日以降に着手（契約）する必要がありま

すので、契約前に必ず環境政策課にお問合せください。 

２ 契約日とは、事業の開始日と判

断すれば良いですか。 

一般的に、事業の開始日は太陽光発電設備等の設置に関す

る工事等の契約日となります。太陽光発電設備付きの建売

住宅を購入する場合も、契約日が事業着手となります。 

3 補助対象となる各設備等の能力

については、小数点第何位まで

ですか。 

令和６年度より補助対象となる能力は、 

太陽光発電設備は、整数部分のみとなりました。小数点以

下は切捨て処理をしてください。 

蓄電池は、小数点第 1 位までとなりました。小数点第 2 位

以下は切捨て処理をしてください。 

4 申請者本人以外が申請できます

か。 

 

施工業者等に代理申請を依頼することは可能です。その場

合は交付申請の際に「委任状（任意書式）」を添付していた

だきます。また、施工業者等の担当者と十分に相談、調整

いただき申請に不備のないようご注意ください。 

５ 申請書は代筆にて記入してもよ

いですか。または、パソコンで

入力してもよいですか。 

申請者の申請意思等を確認する意味もありますので、誓約

書の記名欄には、申請者本人が自署してください。その他

の部分は、パソコンや代筆でも構いません。 

６ 工事着手前や工事中は中津川市

民ではないですが、住宅の完成

後に移住する予定。この場合、

補助金申請はできますか。 

工事が年度内に完成し、完成に併せて転入手続きを行い新

居に入居される場合、補助金申請が可能です。なお、実績

報告書の提出時には、当市の住民票の添付が必要となりま

す。 

７ 二世帯住宅で、補助対象設備等

をそれぞれ設置する場合、どち

らの世帯でも補助が受けられま

すか。 

住民票が別世帯となっており、また電気等の契約も分か

れ、さらには導入する補助対象設備等が世帯別に機能する

ことが証明されれば、世帯別で申請手続きしていただくこ

とで、どちらも補助対象となります。 

８ 集合住宅のオーナーですが、補

助対象者になりますか。 

自ら使用する個人の住宅に設置する場合に補助対象となり

ますので、賃貸の集合住宅等は対象外です。ただし、集合

住宅のオーナーによる個人住宅兼集合住宅の場合で、かつ

設置した設備がオーナー個人の居住部分でのみ使用される

場合は、補助対象となります。 

９ 店舗兼用住宅に太陽光発電設備

等設置する場合は補助対象とな

りますか。 

補助対象となりますが、補助対象設備等に係る契約の名義

が世帯員で、また発電及び蓄電した電気が居住部分に配電

され、そこで 30％以上使用されることが条件となります。 

10 資材調達・設置作業の遅れなど

により、当該年度内（事業期間

当該年度内（補助事業の実施期間内）に工事が完了しない

場合、この補助金を受けることはできません。 



内）に工事が完了しない場合

は、次年度に補助金が受けられ

ますか。 

この補助金は単年度事業となりますので、年度を繰り越し

ての手続きができません。補助事業の事業期間内に工事を

完了させ、当該年度の１月 31 日までに実績報告書をご提出

いただくことが必要です。申請の際は、実績報告書の提出

期限までに完了できるのかを、事前に工事業者などと協議

されるようお願いします。 

11 補助金の交付決定後に工事等の

内容が変更となり工事費が増額

しました。補助金額を変更する

ことは可能ですか。 

変更承認申請書を提出し補助対象経費と認められれば、予

算額の範囲内で交付額の増額を認めます。また、交付決定

額に変更がなくても工事内容等に変更があった場合は、軽

微な変更を除き変更承認申請が必要です。変更承認申請書

が未提出の場合、補助金を受給できない場合があります。 

12 太陽光発電設備もしくは蓄電池

のどちらかだけ設置する場合で

も補助金は出ますか。 

太陽光発電設備は単体で設置する場合でも補助金が出ます

が、蓄電池については太陽光発電設備との同時設置でなけ

れば補助対象とはなりません。 

13 太陽光発電設備の設置について

は、住宅の屋根だけでなく、カ

ーポートや倉庫、その他敷地内

での直置きなども認められます

か。 

自宅での自家消費量が発電量の 30%を超えていれば、敷地

内のカーポートや倉庫の屋根に設置する場合も補助対象と

なります。同様に敷地内での直置きも補助対象となります

が、防災、環境保全、景観保全を考慮した設計を行い、地

域住民に十分配慮して設置してください。 

14 買替の場合も補助対象となりま

すか。 

対象となりますが、買替前と比較して CO2 削減効果がある

ことが条件です。その他にも県（国）が定める要件があり

ますので、買替を検討する場合は事前に環境政策課にお問

合せください。なお、本補助金を活用し設置した設備の買

替は対象外です。 

15 既設の太陽光発電設備に加え

て、今回増設したいと考えてい

ますが、この補助金の対象とな

りますか。 

過去に本補助金を受けて設備を設置した世帯でなければ、

補助対象となります。ただし、増設した設備で発電した電

力の３０%以上を自家消費することが必要です。また、「太

陽光パネルのみ」または「パワーコンディショナーのみ」

を増設する場合は対象外です。 

【例】過積載を目的としてパネルのみ増設 

   故障により、どちらか一方のみ買替え 

16 太陽光発電設備を増設した場合

の自家消費についての考え方は

どのようになりますか。 

既存設備と同一系統に接続した場合は「既存設備での発電

量＋増設設備での発電量」の３０％以上を自家消費してく

ださい。なお、既存設備も国の FIT 制度を利用しない（非

FIT）、あるいは FIT 制度の期間が経過した方（卒 FIT）で

あることが前提となります。 

17 補助上限の５㎾を超える設備を

設置する場合に必要な自家消費

量を知るにはどうすればよいで

すか。 

 

補助対象となる５㎾までの太陽光発電設備については 30％

の自家消費が求められることから、以下の計算式に当ては

めてください。 

【例】10kW の設備を設置する場合の計算式 

自家消費量＝発電量×5kW／10kW×30%   



18 国等の補助金や FIT 売電との併

用は可能ですか。 

いずれも、この補助金とは併用できません。この補助金

は、市が県補助金を活用して行っていますが、県が市に対

して補助を行うにあたり国庫を財源としていますので、国

の補助金との併用は不可です。また、国のルールに基づ

き、国庫財源を利用して再エネを設置する場合は FIT 売電

ができません。 

19 太陽光発電と蓄電池をセットで

導入し、蓄電池のみ別の国庫補

助を受けて導入する場合、太陽

光発電設備部分の費用はこの補

助金の対象となりますか。 

蓄電池が国等から別の補助金を受ける場合でも、太陽光発

電設備に国等の補助が入っていない場合は、太陽光発電設

備のみを本補助金の対象とすることができます。 

20 FIT を利用せず売電できる電気

事業者はどこですか。 

売電先の小売電気事業者は、原則設置者自身で探していた

だくことになります。一度、販売店等にご相談され、売電

可能な電力事業者を確認してください。 

なお、下記の事業者は新規の非 FIT 売電に対応していると

のことです。 

〇中部電力ミライズ 

https://miraiz.chuden.co.jp/relevant/electric-

shop/contractor/reports/index.html 

 

※なお、状況によっては「買い取りができない場合もあ

る」とのことですのでご確認願います。 

 

21 FIT 売電しない場合に、金銭的

に有利となるのはどのような世

帯ですか。 

一般的には以下のような方は、本補助金のメリットが高い

と考えます。 

例１：売電量が少ない方 

⇒自家消費量が多い（蓄電池設置等）、 

⇒発電量が比較的少ない 

例２：借入金により設備を設置し、初期投資の一部を早期

回収したい方 

  ⇒借入額が多い、借入金利が高い 

近年は売電価格より買電価格（電気代）の方が高い状況で

あり、さらに最近では燃料費や電気代の長期的な高騰が懸

念されています。在宅時間が長い、あるいは自宅で常に多

量の電気を消費する設備があるお宅などは、太陽光発電で

作った電気をより自家消費していくことで、電気代を抑え

ることができます。ただし、日中は不在で、夜しか電気を

使用しないような場合は、FIT 売電をした方が金銭的に有

利であると考えられます。 

22 16 万円／kWh の蓄電池は補助

対象となりますか。 

蓄電池の価格が 15.5 万円／kWh（工事費込み・税抜き）を

超える場合は対象となりません。なお、蓄電池の価格には

https://miraiz.chuden.co.jp/relevant/electric-shop/contractor/reports/index.html
https://miraiz.chuden.co.jp/relevant/electric-shop/contractor/reports/index.html


「材料費、労務費、直接経費」などの直接工事費の他に、

「共通仮設費、現場管理費、一般管理費」などの間接工事

費も含まれますのでご注意ください。 

23 パネルの能力は１０㎾を超えて

いるが、パワーコンディショナ

ーで発電出力を１０㎾未満に抑

える、いわゆる過積載の太陽光

発電設備についてはどう対応し

たらよいか。 

基本的にパネル（モジュール）とパワーコンディショナー

とで比較し、能力の低いほうの数値で申請してください。 

この場合はパワーコンディショナーの数値で申請すること

になります。 

なお、メーカーの保証を得ることができなくなるような使

用方法（限度を超える過積載等）は認められません。 

24 蓄電池の能力は定格容量と実効

容量のどちらを用いますか。 

補助金算定の際はカタログ等に記載された定格容量の数値

を用いてください。なお、カタログ等で確認できない場合

は、（一社）環境共創イニシアチブに登録されている定格容

量の数値を用いてください。 

25 ハイブリッド蓄電池の価格は全

てを蓄電池価格とすべきです

か。 

ハイブリッド蓄電池とは、太陽光発電設備のパワコンと蓄

電池が一体となったものですが、蓄電池として販売されて

いるため、すべてを蓄電池価格とみなしてください。この

場合、蓄電池の設置費用の交付上限単価（15.5 万円/㎾：工

事費込み・税抜）を超えないようご注意ください。 

26 自家消費３割以上とする条件は

どのように確認すれば良いです

か。 

一般的に電力消費の計画書（想定書）は、市販ソフト等に

より太陽光発電設備の販売店等が設置希望者に提示するこ

とが多いようです。一度、販売店等にご相談されることを

お勧めします。 

27 補助金の交付を受けた後、すぐ

に売却や廃棄等をすることは認

められていますか。 

補助金の交付を受けた方は、減価償却資産の耐用年数に関

する省令に定める耐用年数の期間内に補助対象設備等を売

却、譲渡、貸付、廃棄、担保提供等に供するなどの処分を

してはなりません。万が一処分が発生した場合は、補助金

の全部もしくは一部を返還いただく場合があります。ただ

し、天災等による破損や、自己の責めに帰すべき事由以外

の事由で処分する場合は、補助金の返還は必要ありません

ので、財産処分等承認申請書を提出してください。 

28 補助対象設備等に関する、減価

償却資産の耐用年数に関する省

令に定める耐用年数（法定耐用

年数）を教えてください。 

基本的な各補助対象設備等の法定耐用年数は次のとおりで

す（条件により年数が違う場合もあります。詳しくは国税

庁にお問合せください）。 

・太陽光発電システム   １７年 

・蓄電システム（蓄電池）  ６年 

29 実績報告を行ってから、補助金

が支払われるまでどのくらいの

期間がかかりますか。 

１カ月半から２カ月程度お日にちをいただきます。この期

間内には、書類確認のほか、設置された設備等を確認する

ために市職員がお宅に伺うことになりますのでご承知くだ

さい。 

30 転入したばかりで納税履歴がな

く完納証明書が出ませんが、ど

転入日を確認するため、当市の住民票を提出いただくこと

で、これに代えます。 



うすればよいですか。 

31 設置工事や機器導入の費用を申

請者と別の人が支払った場合

は、補助対象となりますか。 

別の人が支払った場合は補助対象とはなりません。補助金

は、申請者本人に交付しますので、交付手続き上も申請者

が費用負担していることが前提となります。「契約書」「領

収書」「明細書」等に記載される名前がすべて申請者である

必要があります。 

32 補助対象設備等をローン（銀行

等からの借入）で購入した場合

は領収書が出ないこともあるよ

うですが、その場合はどうすれ

ばよいですか。 

本事業の実績報告の際には領収書（またはそれに類するも

の）が必要となります。つきましては、契約前に領収書の

発行が可能かを販売店等にご確認ください。 

なお、領収書を得ることができない場合は、契約前に必ず

市にご相談ください。 

33 太陽光発電施設等の屋根貸しや

リース、サブスク、ＰＰＡ事業

等での補助対象設備等の導入も

考えていますが補助対象となり

ますか。 

当市の補助制度は、補助対象設備等の購入にあたり、初期

投資の負担を軽減する目的で行いますので、リース等の初

期投資が不要な導入方法は補助対象とはいたしません。 

34 補助事業の完了日とはいつのこ

とを指しますか。 

以下のうちで最も遅いタイミングを完了日とします。 

・設置工事、機器等の導入等の完了日 

・太陽光発電システムについては、系統連系日 

（受給開始日） 

・補助対象設備等の費用の支払いが完了した日 

35 補助金の受取方法はどのような

形ですか。現金での受取りも可

能ですか。 

補助金の受取方法は、申請者本人名義の口座振替のみで、

現金で受取ることはできません。また、原則受取りは申請

者本人に限りますので、他人名義の口座へ振込むこともで

きません。 

 


